
令和３年４月８日 

１ 回 目 
議会運営委員会の概要 

 

 
１ ４月臨時会における関係常任委員会の出席要求について 

・議事調査課長から、別紙「令和３年度４月臨時会常任委員会出席要求対象一覧（案）」

により説明があり、そのとおり決定された。 
 
２ 議事日程第１号について 

・議事調査課長から、別紙「会議順序表」により本日の日程について説明があり、了承さ

れた。 

 
３ その他 

（１）山形県議会情報公開審査会委員の選任について 

 ・事務局次長から、別紙「山形県議会情報公開審査会委員名簿（案）」により、坂本議長

に代わる新たな委員として、自由民主党から金澤忠一議員の推薦があったことが報告さ

れた。 

 

 
（２）新型コロナウイルスの変異株について 

 ・健康福祉部長から、「新型コロナウイルスの変異株について」により説明があった。 

 

【主な質疑・発言】 

木村委員   新型コロナウイルスの変異株について、しっかりと正しい情報を提供してほしい。

県民が不安を抱く。Ｅ４８４Ｋについて、新聞報道などによると感染力は強くない

がワクチンが効きにくくなる可能性があると聞くが、このＥ４８４Ｋへの対応策に

ついて聞きたい。 
 健康福祉部長 早速、情報を整理のうえ、県のホームページをはじめとする様々な広報手段により

県民に正しい情報を提供していきたい。 
        Ｅ４８４Ｋへの対応策について、厚生労働省からＮ５０１Ｙについての取扱いは示

されているが、Ｅ４８４Ｋについてはまだ示されていない。厚生労働省から情報取

集しなら、引き続き感染防止対策を講じていきたい。 
 木村委員   Ｅ４８４Ｋは従来型と合わせてカウントしていくのか、別にカウントしていくのか。 

 健康福祉部長 トータル件数はこれまでどおり報告するが、Ｅ４８４Ｋが確認された場合はＥ４８

４Ｋ分を別途分けて情報提供する。 

 楳津委員   今回は、県衛生研究所において感染経路調査のために任意で検査を行ったというこ

とだが、今後は、どのように変異株を確認していくのか。 
 健康福祉部長 まずＮ５０１Ｙを見つけなければならないとの国の指示のもと、これまで１８０を



超える検体について、県の衛生研究所で検査を行った。幸い今のところＮ５０１Ｙ

は確認されていないがＥ４８４Ｋは見つかっている。国の方から変異株検査の検査

率を上げなければならないという考え方を示されたため、現時点では、衛生研究所

に検体が持ち込まれたもの、若しくは県内の医療機関から提供を受けたものについ

ては、全て衛生研究所で検査する予定である。しかし、民間の医療機関等から民間

の検査機関に委託されたものは、今のところ衛生研究所に提供を受けられないもの

が多数ある。その辺についても、何らかの形で検査対象に出来る方法がないか検討

しながら対応していきたい。 
 楳津委員   検討のうえ早期の発見に努めてほしい。 
 柴田委員   コロナ克服・経済再生特命補佐の要綱について、４月１日に確定したということだ

が、どのように提示するのか聞きたい。 

総務部長   本日の総務常任委員会において私から説明した上で議論等があればお願いしたい。 

柴田委員   議会運営委員会でも昨年から議論になっているので、総務常任委員会の状況も含め、

議会運営委員会にも報告をお願いしたい。 
総務部長   総務常任委員会終了後も議会運営委員会があるので、対応については総務常任委員

会での報告を踏まえた上で考えたい。 

佐藤委員   山形市と寒河江市に４月 11 日まで緊急事態宣言が出されているが、今後の対応を決

める新型コロナウイルス感染症対策本部の本部員会議の次の開催日程はどうなって

いるか。 
総務部長   いつ本部員会議を開催するかについては明確に言えない。県民も非常に気にしてい

るということは我々も認識しているが、一方で感染状況の把握等をぎりぎりまで行

い、しっかり数字を見極めた上で考えていく必要がある。なるべく早めに開催でき

るよう考えていきたい。 

佐藤委員   土曜・日曜は会社も学校も休みであり、店も仕入れは平日にしなければならないと

聞く。今後の対応を土曜・日曜に発表することは県民生活に大きな影響を与える。

明日しかないが、平日に対応を発表してほしいと考えるがどうか。 

総務部長   感染状況等もぎりぎりまで見ていく必要があるが、委員の意見も非常に重要である。

意見を受け止め協議をしていきたい。 

舩山委員   山形市と寒河江市に限定して支援しているが、もう少し範囲を広げる必要があるの

ではないかという声が上がっている。また、昨年度の商工労働観光常任委員会でも

議論したが、飲食業に関連する納入業者も大変な状況にあり、支援が必要と考えて

いる。議案を提出するに当たり、こうしたことは考慮したのか。 
 総務部長   常任委員会でも議論される内容と思料されるため、概括的に回答したい。山形市と

寒河江市以外への支援については、市町村としっかり連携し、各事業所の状況を把

握した上で進めていくべきと考える。また、全国知事会においても、まん延防止等

重点措置適用地域以外でも、一時支援金等、様々な制度を活用できるよう要望等も

しており、こうした状況等も踏まえながら考えていきたい。何よりも、飲食業やそ

の仕入れ業者の状況をしっかり把握をした上で、必要な対策を必要なときにやるべ

きと考えている。 
舩山委員   今回は、山形市と寒河江市に限定した支援策となるが、今後、状況の変化によって

は、さらなる対応が必要になる。こうした場合、臨時会等を開催して対応していく

ことになるか。 

総務部長   状況に応じて必要な施策を適切なタイミングで行うことは必要である。そうした状

況が発生した場合は、対応をお願いしたい。 



 

 
４ 本日の開議時刻  

・議会運営委員会休憩後、直ちに開議されることが決定された。 

 

５ 議運再開時刻 
・関係常任委員会終了後、放送をもって連絡することが決定された。 



２ 回 目 
 

１ 再開後の議事について 

・議事調査課長から、別紙「会議順序表（再開後）」により、再開後の議事日程等の 

説明があり、了承された。 

 

２ 委員会正副委員長及び所属委員一覧について 

・議事調査課長から、別紙「委員会正副委員長及び所属委員一覧」により説明があり、

了承された。 

 
３ その他 
（１）コロナ克服・経済再生特命補佐取扱要綱について 

・総務部長から、別紙「コロナ克服・経済再生特命補佐取扱要綱」について報告があっ

た。 

 
【主な質疑・発言】 

野川委員     総務常任委員会と商工労働観光常任委員会において、付託議案である緊急事態宣

言の山形市、寒河江市における飲食店支援の他に、それ以外の地域にある飲食店の

支援、更には飲食関連業種の支援について全会一致で附帯意見をつけることが決ま

った。この趣旨を理解いただき、スピードが肝心であることから連休前に何らかの形で

実現できるよう善処をお願いしたい。 

 
４ 次回議運開催日時 

 ・令和３年４月 22 日（木）午前 10 時 

 

５ 本会議再開時刻 

 ・議会運営委員会終了後、直ちに開議されることが決定された。 

 



議 会 運 営 委 員 会 協 議 事 項  

 

令和３年４月８日（木） 

午 前 10 時  

 

 

１ ４月臨時会における関係常任委員会の出席要求について 

 

２ 議事日程第１号について 

 

３ その他 

 

４ 本日の開議時刻 

 

５ 議運再開時刻 

 

 



令和３年４月臨時会 

常任委員会出席要求対象一覧（案） 

 

委 員 会 名 関 係 部 局 出  席  要  求  職  名 

総 務 総 務 部 総務部長 

総務部次長 

 人事課長 

財政課長 

税政課長 

 防災くらし安心部 防災くらし安心部長(兼)危機管理監 

防災くらし安心部次長(兼)危機管理広報監 

防災危機管理課長 

厚 生 環 境 しあわせ子育て応援部 しあわせ子育て応援部長 

しあわせ子育て応援部次長 

しあわせ子育て政策課長 

子ども家庭支援課長 

 健 康 福 祉 部 健康福祉部長 

医療統括監 

健康福祉部次長 

参事(兼)新型コロナワクチン接種総合企画課長 

商工労働観光 産 業 労 働 部 産業労働部長 

産業労働部次長 

商工産業政策課長(兼)地域産業振興室長 

中小企業・創業支援課長 

雇用・コロナ失業対策課長 

 観光文化スポーツ部  観光文化スポーツ部長 

観光文化スポーツ部次長 

 観光復活戦略課長(兼)精神文化・インバウンドプロ 

モーション室長 

 



[議事日程第１号] 令和３年４月８日（木）

採決方法

１ 〇 議会運営委員会

（議事日程第１号、その他）

＜　開　会　・　開　議　＞

２ ○ 事務局長新任のあいさつ

○ 理事者新任のあいさつ

○ 諸般の報告

（１）閉会中の委員の変更

（２）議案・附属書類等の送付 

３ 〇 会議録署名議員の指名

　 〇 会期の決定

４ ○ 議案上程

（議第１０１号から議第１０３号までの３件）

○ 知事説明

○ 関係常任委員会付託

（議第１０１号から議第１０３号までの３件）

＜　休　憩　＞

５ ○ 休憩中の日程
委 員 会 等 会 場

議 案 説 明 会 予算特別委員会室
総 務 常 任 委 員 会 第 １ 委 員 会 室
厚生環 境常 任委 員会 第 ６ 委 員 会 室
商工労働観光常任委員会 第 ４ 委 員 会 室

関係常任委員会終了後 議 会 運 営 委 員 会 議会運営委員会室

＜　再　開　＞

６ ○ 関係常任委員長報告

厚 生 環 境 常任委員長

商工労働観光 常任委員長

総 務 常任委員長

○ 採決 簡　易

（議第１０１号から議第１０３号までの３議案）

＜　閉　会　＞

休 憩 宣 告 後

会　　議　　順　　序　　表

会　議　・　議　事　順　序

時 刻

※以下、関係常任委員会終了後の
　　議会運営委員会において再度協議

議 案 説 明 会 終 了 後



 議   事   日   程 （ 第 １ 号 ） 

令和３年４月８日(木) 午前１０時開議 

 

 

第 １   会議録署名議員の指名 

 

第  ２   会期の決定 

 

第  ３   議第101号 令和３年度山形県一般会計補正予算（第１号） 

 

第  ４   議第102号 令和２年度山形県一般会計補正予算（第12号）の専決処分の承認につ

いて 

 

第 ５   議第103号 山形県県税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承

認について 
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常 任 委 員 会 付 託 表 

 

（令和３年４月臨時会） 

委員会名 件 名 

 

総  務 

 

議第101号 令和３年度山形県一般会計補正予算（第１号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳入全部 

議第102号  令和２年度山形県一般会計補正予算（第12号）の専決処分の承認につ

いて 

議第103号  山形県県税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承

認について 

 

 

厚生環境 

 

議第101号  令和３年度山形県一般会計補正予算（第１号）中 

    １  第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第３款民生費 

 

 

商工労働

観  光 

 

議第101号  令和３年度山形県一般会計補正予算（第１号）中 

    １  第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第５款労働費、第７款商

工費 
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山 形 県 議 会 情 報 公 開 審 査 会 委 員 名 簿（案） 
 

 

 

任期：令和２年１０月１日から令和４年９月３０日まで 

 

 

 

                             （五十音順、敬称略） 

  あ    べ     さとし 
 

 
 安 部  敏  弁護士 

  い ず み だ   や す い ち 
 

  和 泉 田 保 一  国立大学法人山形大学准教授 

  か な ざ わ     ちゅういち 
 

  金 澤  忠 一  山形県議会議員 
（令和３年４月８日から） 

  た か は し       
 

  高 橋  まゆみ 
 日本児童文芸家協会員 

 (元)南陽市教育委員会委員長 

  よ し む ら       か ず た け 
 

  吉 村  和 武  山形県議会議員 

  
 

   

 

  
 

【新 任】 



令和３年４月８日 

健 康 福 祉 部 

 

新型コロナウイルスの変異株について 

 

４月５日に県で公表しました、本県で確認された変異株（Ｅ４８４Ｋ変異株）

については、国において感染力や重症化リスクの点で懸念され、都道府県ごとに

公表されている変異株とは異なりますのでお知らせします。 

今後とも、変異株の調査を行い、県民への適切な注意喚起に努めてまいります。 

 

１ 変異株の分類 

（１）ＶＯＣ ～懸念される変異株～ 

  ◇ 感染力が強く、重症化リスクが高いと言われている。 

  ◇ ワクチンの有効性が低い可能性が指摘されている。 

   例）Ｎ５０１Ｙ変異株（英国型、南アフリカ型、ブラジル型） 
 

  ⇒ 国において、各都道府県での検査を求めており、確認されれば公表。 

現在のところ、本県では確認されていない。 

 ※ 本県では、今年２月からスクリーニング検査を開始し、現在まで 

１８６検体を検査済み。 

 

（２）ＶＯＩ ～注目すべき変異株～ 

  ◇ 詳細は不明な部分はあるが、感染力や重症化リスクの点で、懸念される

変異株には分類されていない。 

   例）Ｅ４８４Ｋ変異株 
 

  ⇒ 国において、各都道府県での検査を求めておらず、都道府県ごとの確認

件数は公表されていない。 

 

２ 本県での確認事例 

  この度の確認事例は、本県衛生研究所において、感染経路等の調査のため、

任意で行ったものであり、上記１（２）「注目すべき変異株」が１２例確認（す

べてＥ４８４Ｋ変異株）されたものです。 

以 上 



議 会 運 営 委 員 会 協 議 事 項  

 

令和３年４月８日（木） 

関係常任委員会終了後 

 

 

１ 再開後の議事について 

 

２ 委員会正副委員長及び所属委員一覧について 

 

３ その他 

 

４ 次回議運開催日時 

  ４月 22 日（木）午前 10 時 

 

５ 本会議再開時刻 

 



[議事日程第１号] 令和３年４月８日（木）

採決方法

＜　再　開　＞

１ ○ 議案上程

（議第１０１号から議第１０３号までの３件）

○ 関係常任委員長報告

厚 生 環 境 常任委員長

商工労働観光 常任委員長

総 務 常任委員長

○ 採決 簡　易

（議第１０１号から議第１０３号までの３議案）

＜　閉　会　＞

会　　議　　順　　序　　表　（再開後）

会　議　・　議　事　順　序



委員会正副委員長及び所属委員一覧 
 

 令和３年４月８日現在（議席順による） 

常 任 委 員 会 

委 員 会 名 正 副 委 員 長 所  属  委  員  名 

総 務 

(８) 

正   渋 間 佳寿美 

副   鈴 木   孝 

菊 池 大二郎  青 木 彰 榮  木 村 忠 三   森 田   廣 

坂 本 貴美雄  野 川 政 文 

文 教 公 安 

(７) 

正   髙 橋   淳 

副   相 田 光 照 

阿 部 ひとみ   吉 村 和 武  森 谷 仙一郎  小 野 幸 作   

金 澤 忠 一 

厚 生 環 境 

(７) 

正   五十嵐 智 洋 

副   今 野 美奈子 

関     徹  松 田 敏 男  加 賀 正 和  奥 山 誠 治  

田 澤 伸 一 

農 林 水 産 

(７) 

正   遠 藤 寛 明 

副   佐 藤   聡 

梅 津 庸 成  矢 吹 栄 修  石 黒   覚   島 津 良 平  

伊 藤 重 成 

商工労働観光 

(７) 

正   遠 藤 和 典 

副   柴 田 正 人 

菊 池 文 昭  青 柳 安 展  渡 辺 ゆり子  楳 津 博 士  

星 川 純 一 

建 設 

(７) 

正   梶 原 宗 明 

副   小 松 伸 也 

原 田 和 広  山 科 朝 則  髙 橋 啓 介  舩 山 現 人  

志 田 英 紀 

 

議会運営委員会 

委 員 会 名 正 副 委 員 長 所  属  委  員  名 

議 会 運 営 

(12) 

正   島 津 良 平 

副   青 木 彰 榮 

松 田 敏 男  青 柳 安 展  柴 田 正 人  佐 藤   聡 

鈴 木   孝  楳 津 博 士   木 村 忠 三  舩 山 現 人 

田 澤 伸 一  野 川 政 文 

 

特 別 委 員 会 

委 員 会 名 正 副 委 員 長 所  属  委  員  名 

予 算 

(41) 

正   小 松 伸 也 

副   松 田 敏 男 
議長・副議長を除く全議員  

関係人口拡大・活力 

ある地域づくり対策 

  (９) 

正   相 田 光 照 

副   矢 吹 栄 修 

阿 部 ひとみ  梅 津 庸 成  今 野 美奈子  遠 藤 和 典 

髙 橋 啓 介  伊 藤 重 成  森 田   廣 

健 康 医 療 ・ 

女性若者活躍対策 

  (９) 

正   原 田 和 広 

副   渋 間 佳寿美 

髙 橋   淳  菊 池 文 昭  五十嵐 智 洋  小 松 伸 也 

渡 辺 ゆり子   石 黒   覚  小 野 幸 作  

経済活性化・ 

雇 用 対 策 

 (９) 

正   菊 池 大二郎 

副   加 賀 正 和 

遠 藤 寛 明  梶 原 宗 明  関     徹  山 科 朝 則 

吉 村 和 武  金 澤 忠 一  志 田 英 紀 

新型コロナウイルス 

感 染 症 対 策 

(41) 

正   森 田   廣 

副   木 村 忠 三 
議長・副議長を除く全議員  

山 形 県 議 会 

定数等検討委員会 

(８) 

正   田 澤 伸 一 

副   木 村 忠 三 

青 柳 安 展   石 黒   覚  島 津 良 平  小 野 幸 作 

伊  藤  重  成   志 田 英 紀  

 



 

○コロナ克服・経済再生特命補佐取扱要綱 

 
（趣旨） 

第１ この要綱は、コロナ克服・経済再生特命補佐（以下「特命補佐」という。）の取扱いに関し必要な

事項を定める。 

（身分） 

第２ 特命補佐は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第３号の規定に基づく非常勤特

別職とする。 

（職務） 

第３ 特命補佐は、専門的な知識経験又は識見に基づいて、県政全般に亘る、「知事の特命事項の処理」、

「部局間の総合調整」に係る助言・調査等（以下「助言・調査等」という。）に従事するものとする。 

（任命及び任用期間） 

第４ 特命補佐は、知事が任命する。 

２ 特命補佐の任用期間は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。な

お、更新を妨げない。 

 （勤務日及び勤務時間） 

第５ 特命補佐の勤務日及び勤務時間は、知事が定める。 

 （勤務場所） 

第６ 特命補佐の勤務場所は、知事が定める。 

（報酬及び費用弁償） 

第７ 特命補佐の報酬及び費用弁償は、山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例（昭和31年９

月県条例第52号）第７条に定めるところによる。 

（公務災害補償） 

第８ 特命補佐の公務災害補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和42年12月県条例第47号）の定めるところによる。 

（秘密保持） 

第９ 特命補佐は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とす

る。 

（補則） 

第10 この要綱に定めるもののほか、特命補佐の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

令和３年４月８日 

総 務 部 


